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島根原子力発電所の現状と

当社の取り組み等について

平成２６年７月２３日

中 国 電 力 株 式 会 社
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１．島根原子力発電所の現状
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適合性確認
申請準備中

国へ適合性確認を申請
（ 平 成 ２ ５ 年 １ ２ 月 ）

４ ０ 年運転規制への
対策も含め対応検討中

新規制基準への
対 応 状 況

建設中
設備の据付工事完了
総工事進捗率：93.6%
平成23年4月末現在

平成２４年１月～

停止中
（第１７回定期検査中）

平成２２年３月～

停止中
（第２９回定期検査中）

運 転 状 況

改良型沸騰水型
（ＡＢＷＲ）

１３７．３万ｋＷ

未定
（建設中）

３号機

沸騰水型
（ＢＷＲ）

４６万ｋＷ

昭和４９年３月
（４０年）

１号機

沸騰水型
（ＢＷＲ）

原 子 炉 型 式

８２万ｋＷ定 格 電 気 出 力

平成元年２月
（２５年）

営 業 運 転 開 始
（ 運 転 年 数 ）

２号機

島根原子力発電所の現状
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２．島根原子力発電所２号機
新規制基準への適合性確認審査状況



5島根２号機 適合性確認審査の状況（１/５）

島根原子力発電所 震源を特定せず策定する地震動について平成２６年 ６月２７日

島根原子力発電所 敷地周辺陸域・海域の活断層評価について（コメント回答）敷地周辺陸域・海域の活断層評価について（コメント回答）平成２６年 ５月 １日

開催年月日 議 題

平成２６年 １月１６日 島根原子力発電所２号機に係る申請の概要申請の概要について

平成２６年 １月２８日 島根原子力発電所２号機の申請内容に係る主要な論点申請内容に係る主要な論点について

平成２６年 ２月２０日 島根原子力発電所 敷地周辺陸域の活断層評価陸域の活断層評価について

平成２６年 ３月１９日 島根原子力発電所 敷地周辺海域の活断層評価海域の活断層評価について

平成２６年 ４月 ９日 島根原子力発電所 敷地周辺海域の活断層評価について（コメント回答）海域の活断層評価について（コメント回答）

平成２６年 ４月１６日 島根原子力発電所 地下構造評価地下構造評価について

平成２６年 ７月２２日 島根原子力発電所２号炉 確率論的リスク評価（ＰＲＡ）について

○現在までに計９回の審査会合が開催。
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○第７回目（５/１）「島根原子力発電所 敷地周辺陸域・海域の活断層評価について（コメント
回答）」

 これまでの原子力規制委員会からのコメントを踏まえ，当社から同委員会に敷地周辺
陸域（宍道断層）および敷地周辺海域に関するデータの拡充に向けた追加地質調査
計画について次のとおり説明。

＜周辺陸域について＞
評価の妥当性を確認するため，宍道断層の両端部，西端付近から大田沖断層までの
沿岸部におけるボーリング調査や音波探査等による追加調査計画の概要を説明。

島根２号機 適合性確認審査の状況（２/５）
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＜敷地周辺海域について＞
審査会合における活断層評価に係る追加調査計画に対するコメントを踏まえ，敷地
前面海域の音波探査範囲を追加すること，大田沖断層において地質年代を測定する
ための試料採取を実施すること等を説明。

 原子力規制委員会からは，詳細なデータに基づき評価できるよう，調査エリア，方法
等について調査計画にこだわることなく，幅広な範囲で丁寧に調査するようコメントが
あり，当社は，同委員会に今後，準備が整い次第，追加調査に着手する旨を報告。

島根２号機 適合性確認審査の状況（３/５）



8追加地質調査の実施状況

○審査会合における原子力規制委員会からの敷地周辺海域および敷地周辺陸域の活断層
評価に係る指摘を踏まえ，データ拡充により評価の妥当性を確認するため，以下のとおり
追加地質調査を実施中。

 調査期間 平成２６年５月１４日（木）～平成２６年８月下旬目途



9＜参考＞地質調査に係る用語説明

１．海上音波探査

調査船で発振器（エアガン※1，ウォーターガン※2 およびブーマー※3）と受振器を曳航し，音波の
発振後に地層境界面等で反射して戻ってくる音波を受振して，地質・地質構造を把握する調査

※１ 深部（地下数千ｍ）探査用音源で，高圧空気の放出により音波を発生させる

※２ 中深部（地下数百ｍ）探査用音源で，水の放出により音波を発生させる

※３ 浅部（地下数十ｍ）探査用音源で，金属板の振動により音波を発生させる

２．採泥調査

採泥器により海底付近の地層を採取するもので，これを分析することにより，海底地質の状況を把握
する調査

３．ボーリング調査

ボーリング機械により地層を棒状のコアとして連続的に採取し，これを観察することにより，地質・地質
構造を把握する調査

４．ピット調査

地表から小規模な溝を掘削し，掘削した地層面を直接観察することにより，地質・地質構造を把握
する調査

５．はぎ取り調査

地表の草や表土を取り除き，新鮮な地層面を露出させ，これを観察することにより，地表の地質・地質
構造を把握する調査

６．地表地質踏査

地表の露頭等を確認することにより，周辺の地質・地質構造を把握する調査

７．海底面調査

調査船で送受振器を曳航し，音波の発振後に海底面で反射して戻ってくる音波の強弱を受振して，
海底面の状況を把握する調査
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○第８回目（６/２７）「島根原子力発電所 震源を特定せず策定する地震動について」

 国が定めるガイドラインでは，震源を特定せず策定する地震動の検討対象として，
過去に起きた16の地震が示されており（１１Ｐご参照） ，震源近傍での観測記録を
収集し，検討することが求められている。

 当社は，原子力規制委員会に対し，検討の結果，16の地震のうち，2000年鳥取県
西部地震と，2004年北海道留萌(るもい)支庁南部地震による揺れを，震源を特定
せず策定する地震動として考慮することを説明。

島根２号機 適合性確認審査の状況（４/５）

震源を特定できると考え，過去の地
震（震源を特定して策定する地震動）
として考慮（既往Ｓｓ－１の６００ガル
に包絡）

水平５８５ガル，鉛直２９６ガルと設定

平成２５年１２月２５日
設置変更許可申請書

水平５３１ガル，鉛直４８５ガルと設定２ ０ ０ ０年鳥取県
西 部 地 震

水平６２０ガル，鉛直３２０ガルに見直し２ ０ ０ ４年北海道
留萌市庁南部地震

平成２６年６月２７日
審査会合での説明

当社として，基準地震動Ｓｓの設定については，今後，審査される震源を特定して策定
する地震動（宍道断層および前面海域断層によるもの）の検討結果も考慮して総合的
に判断する考えであり，現時点でＳｓの変更等は決まっていない。



11収集対象となる内陸地殻内地震の例

○国が収集対象として例示しているのは，以下の１６地震。

○当社として，2000年鳥取県西部地震および2004年北海道留萌支庁南部地震以外の１４
地震については，観測地点の地盤状況や観測記録の分析等を行い，その中から2013年
栃木県北部地震，2011年和歌山県北部地震，2011年茨城県北部地震および2011年
長野県北部地震の４地震を検討対象地震として選定している。
この４地震については，現時点の知見では信頼性のある評価が困難なことから，今後，
更なる知見の収集，はぎとり解析等の検討を進め，信頼性の高い評価を行う予定。



12＜参考＞地震動に係る用語説明

１．基準地震動

敷地周辺の地質・地質構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から

施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があり，施設に大きな

影響を与えるおそれがあると想定することが適切なものとして策定する地震動。

２．震源を特定せず策定する地震動

敷地周辺の状況等を十分考慮した詳細な調査を実施してもなお，敷地近傍において

発生する可能性のある内陸地殻内地震のすべてを事前に評価し得るとは言い切れない

ことから，敷地近傍における詳細な調査の結果にかかわらず，全ての原子力サイトに

おいて共通的に考慮すべき地震動。

３．敷地ごとに震源を特定して策定する地震動

内陸地殻内地震，プレート間地震及び海洋プレート内地震について，敷地に大きな影響

を与えると予想される地震（検討用地震）を複数選定し，選定した検討用地震ごとに不確

かさを考慮して評価する地震動。

４．はぎとり解析

地中のある深さよりも浅部の地盤の影響を除去した基盤上の地震波を解析すること。



13島根２号機 適合性確認審査の状況（５/５）

○第９回目（７/２２）「島根原子力発電所２号炉 確率論的リスク評価（PRA）について」

 新規制基準（設置許可基準規則の解釈）では，重大事故等対策の有効性を評価する
ための事故シーケンスグループ，格納容器破損モードの抽出においてＰＲＡ等を活
用することが規定されている。

 当社は，内部事象ＰＲＡ，地震ＰＲＡ，津波ＰＲＡを行っており，７/２２の審査会合で
は，このうち内部事象出力運転時のレベル１ＰＲＡ，同レベル１．５ＰＲＡおよび停止
時ＰＲＡについて説明。

 本評価の目的が，重大事故等対策で評価する事故シーケンスグループを抽出する
ことであるため，これまで整備してきた，アクシデントマネジメント策等は考慮しない，
仮想的なプラント状態を対象として評価を行った。

 原子力規制委員会からは，想定する事象の網羅性や評価手法の妥当性等に対して
コメントがあり，いくつかは別途回答するとした。

 今後は，地震・津波ＰＲＡ，これらのＰＲＡ結果を総合的に勘案した事故シーケンスグ
ループの抽出について説明する予定。



14＜参考＞確率論的リスク評価（ＰＲＡ）に係る用語説明

１．確率論的リスク評価

確率論的リスク評価（ＰＲＡ：Ｐｒｏｂａｂｉｌｉｓｔｉｃ Ｒｉｓｋ Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ）とは，原子力施設等

で発生する事故を対象として，その発生頻度と発生時の影響を定量評価し，そのリスクが

どれほど小さいかで安全性の度合いを表現する方法。

２．事故シーケンス

原子力施設の異常をもたらす事象の組み合わせ。
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３．当社の取り組み



16安全対策や申請概要等についてのご説明

発電所見学会，各種会合や訪問活動を通じたご説明，地域での説明会等

を適宜実施（６月１９日から米子市内，７月１５日から境港市内において順次

説明会を開催）。

地 域 の 皆 さ ま

へ の ご 説 明

適宜の情報提供に加え，定期的に審査状況等について関係自治体ご当局

にご説明（２月６日，３月１０日，４月２１日，５月１６日，７月１日）。

関 係 自 治 体

へ の ご 説 明

２月から３月にかけ，原子力を含む電力に関する様々な話題の解説広告を

掲載（日本海新聞：９回，山陰中央新聞：８回）。

新 聞 広 告

４月から６月にかけ，島根原子力発電所の緊急時対応訓練の様子（６分間）

を収録したインフォマーシャルを放映（山陰ケーブルビジョン，中海テレビ

ほか計５局で１２回／月×３ヶ月の計１８０回）。

テ レ ビ Ｃ Ｍ

安全対策の実施状況，新規制基準適合性審査，関係自治体ご当局への

説明会の概要等を適宜，掲載。

当 社 Ｈ Ｐ

１月２２日，「島根原子力発電所２号機の新規制基準への適合性確認申請に

ついて」を折り込み。また，２月２日，３月２６日，６月２２日に安全対策の実施

状況やＦＡＱ等を記載した定期情報誌を折り込み。

折 込 情 報 誌

内 容項 目



17米子市内・境港市市内での説明会の日程（現時点）

８月

７月

６月

誠道公民館７日（木）１９：３０

外江公民館１日（金）１９：３０

上道公民館２９日（火）１９：３０

境公民館２４日（木）１９：３０

渡公民館２２日（火）１９：３０

余子公民館１７日（木）１９：３０

中浜公民館１５日（火）１９：３０

富益公民館

河崎公民館

崎津公民館

大篠津公民館

夜見公民館

加茂公民館

彦名公民館

住吉公民館

和田公民館

米子市内

７日（月）１９：３０

１４日（月）２０：００

２８日（月）１９：００

８日（金）１９：３０

２５日（水）１９：３０

１９日（木）１９：３０

２日（水）１９：００

４日（金）１９：００

２７日（金）１９：００

境港市内開催日時


